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視
覚
障
が
い
者
用
活
字
読
上
げ

装
置
は
、
活
字
文
書
か
ら
の
情
報

入
手
が
困
難
な
視
覚
障
が
い
者
の

方
が
、
音
声
で
情
報
を
聞
く
こ
と

が
で
き
る
装
置
で
す
。

　

文
書
に
は｢

音
声
コ
ー
ド｣

が
必

要
と
な
り
ま
す
が
、
市
で
は
視
覚

障
が
い
者
の
う
ち
単
独
世
帯
お
よ

び
視
覚
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
に

対
し
て
、
市
税
の
納
税
通
知
書
の

送
付
の
際
に
音
声
コ
ー
ド
の
付
い

た
納
税
通
知
書
を
添
付
し
発
送
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
最
近
で
は
ね
ん
き

ん
定
期
便（
封
筒
）に
音
声
コ
ー
ド

が
付
け
ら
れ
た
ほ
か
、
盲
人
協
会

の
会
報
誌
な
ど
各
方
面
で
音
声

コ
ー
ド
を
活
用
し
た
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

活
字
文
書
読
上
げ
装
置
は
、
市

役
所
福
祉
課
窓
口
と
相
談
支
援
事

業
所
あ
だ
た
ら
育
成
園（
大
玉
村
） 

に
設
置
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
視
覚
障
が
い
者
用
活
字

文
書
読
上
げ
装
置
は
、
障
が
い
者

に
対
す
る
日
常
生
活
用
具
給
付
と

し
て
、
視
覚
障
が
い
２
級
以
上
の

方
を
対
象
に
購
入
費
用
の
１
割
負

担
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

在
宅
で
ね
た
き
り
等
の
重
度
障

が
い
者
を
日
常
介
護
し
て
い
る
方

へ
介
護
者
激
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
者　

本
市
に
６
カ
月
以
上

住
所
を
有
し
、
65
歳
未
満
の
在

宅
重
度
障
が
い
者（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
ま
た
は
療
育
手
帳

Ａ
を
所
持
し
て
い
る
方
）で
、

食
事
・
排
泄
・
入
浴
・
着
替
の

全
て
に
つ
い
て
全
介
助
の
状
態

が
６
カ
月
以
上
継
続
し
て
い
る

方
と
同
一
生
計
の
方

交
付
金
額　

月
額
５
，０
０
０
円

交
付
時
期　

年
１
回
３
月

申
請
方
法　

申
請
書
に
お
住
ま
い

の
地
域
の
民
生
委
員
の
証
明
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

あ
だ
ち
地
方
地
域
自
立
支
援
協

議
会
は
、
障
が
い
者
の
生
活
を
支

え
る
た
め
の
話
し
合
い
の
場
と
し

て
、
二
本
松
市
、
本
宮
市
、
大
玉

村
の
安
達
管
内
２
市
１
村
で
共
同

設
置
し
て
い
ま
す
。

　

構
成
委
員
に
は
、
医
療
、
教
育
、

雇
用
機
関
、
企
業
、
サ
ー
ビ
ス
提

供
事
業
所
、
障
が
い
者
団
体
等
各

関
係
者
28
名
の
方
を
委
嘱
し
、
年

３
回
協
議
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

協
議
会
の
様
子
は
、
ど
な
た
で

も
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

協
議
会
開
始
時
間
の
10
分
前
ま
で

に
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
な

お
、
傍
聴
者
の
定
員
は
20
人
程
度

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日　
　

時　

５
月
27
日（
木
）

　
　
　
　
　

午
後
３
時
30
分

場　
　

所　

二
本
松
市
役
所

　
　
　
　
　

正
庁（
６
階
）

　

補
装
具（
義
肢
、
装
具
、
車
い

す
等
）の
購
入
・
修
理
、
医
療
、

そ
の
他
更
生
に
関
す
る
相
談
会
が

次
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

日　
　

時　

５
月
７
日（
金
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
～
３
時

会　
　

場　

県
障
が
い
者
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー（
県
庁
東
分
庁
舎
）

※
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
料　

無
料

申
込
期
限　

開
催
日
の
７
日
前

申
込
方
法　

事
前
に
電
話
等
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

福
島
県
で
は
、
中
途
失
明
者
の

生
活
意
欲
の
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
個
別
家
庭
訪
問
に

よ
り
、
日
常
生
活
適
応
訓
練
を
実

施
し
ま
す
。

参
加
対
象
者　

日
常
生
活
に
不
便

を
感
じ
て
い
る
中
途
失
明
者
お

よ
び
視
覚
障
が
い
者
で
、
生
活

訓
練
を
希
望
さ
れ
る
方

実
施
時
期
・
回
数

　

６
月
７
日
～
７
月
９
日（
予
定
）

※
一
人
１
回
、
１
回
は
約
90
分
。

訓
練
内
容　

歩
行
訓
練
・
点
字
・

パ
ソ
コ
ン
・
日
常
生
活
動
作

（
調
理
・
掃
除
・
洗
濯
等
）か
ら
、

本
人
が
希
望
す
る
も
の

参
加
費　

無
料

※
受
講
の
際
に
生
じ
る
交
通
費
、

調
理
指
導
に
お
け
る
材
料
費
、

光
熱
費
等
は
自
己
負
担
で
す
。

申
込
期
限　

５
月
７
日（
金
）

申
込
方
法　

電
話
等
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　

☎︵
55
︶５
１
１
３

　

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

　

拡
大
読
書
器
は
、
視
覚
障
が
い

の
あ
る
方
や
高
齢
者
の
方
の
た
め

に
、
肉
眼
で
読
み
に
く
い
小
さ
な

文
字
の
文
庫
本
な
ど
を
大
き
く
拡

大
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
筆
記
も
可
能
で
す
の
で
、

図
書
館
で
本
や
資
料
を
じ
っ
く
り

読
む
の
に
も
大
変
便
利
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

二
本
松
図
書
館

　

☎︵
23
︶５
０
８
２

　

ま
た
は
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　

☎︵
55
︶５
１
１
３

活
字
読
上
げ
装
置

〜
視
覚
障
が
い
者
の
大
き
な
力
〜

ね
た
き
り
重
度
障
が
い
者
の

介
護
者
へ
激
励
金
を
交
付

肢
体
不
自
由
者
来
所
相
談
会

福
祉
の
窓

～
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
ご
案
内
～

あ
だ
ち
地
方
地
域
自
立
支
援
協

議
会
を
開
催

中
途
失
明
者
緊
急
生
活
訓
練
事

業
在
宅
生
活
訓
練
を
実
施

拡
大
読
書
器
を

 

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

〜
二
本
松
図
書
館
に
設
置
〜
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敬
老
会

　

地
区
ご
と
の
敬
老
会
に
ご
招
待

し
ま
す
。
婦
人
会
等
の
地
域
の

方
々
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
楽

し
い
一
日
を
お
過
ご
し
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

　

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し
等
の
高
齢
者
の
方
に
、
必
要

に
応
じ
て
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
訪

問
し
、
調
理
・
洗
濯
・
掃
除
等
週

に
１
回
１
時
間
程
度
の
家
事
の
お

手
伝
い
を
し
ま
す
。
利
用
料
は
、

所
得
に
応
じ
て
変
動
し
ま
す
。

高
齢
者
に
や
さ
し
い

 

住
ま
い
づ
く
り

　

高
齢
者
が
要
介
護
ま
た
は
要
支

援
に
な
ら
な
い
よ
う
に
住
宅
改
修

を
し
、
そ
の
改
修
に
要
し
た
費
用

の
４
分
の
３
以
内
で
15
万
円
を
限

度
に
助
成
し
ま
す（
生
計
中
心
者

の
所
得
制
限
限
度
額
を
超
え
る
場

合
は
助
成
対
象
外
）。

介
護
者
激
励
金

　

介
護
保
険
の
認
定
に
お
い
て
、

要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ

た
高
齢
者（
寝
た
き
り
ま
た
は
認

知
症
の
状
態
に
あ
る
方
）を
在
宅

で
６
カ
月
以
上
介
護
し
て
い
る
方

に
、
月
額
５
千
円
の
激
励
金
を
給

付
し
ま
す
。
給
付
は
３
月
で
す
。

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

　

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し
等
の
高
齢
者
の
方
に
緊
急
通

報
装
置
を
給
付
し
ま
す
。
あ
ら
か

じ
め
、
緊
急
時
に
駆
け
つ
け
て
も

ら
う
協
力
員
３
名
の
登
録
が
必
要

で
す
。
給
付
の
費
用
は
前
年
度
所

得
税
年
額
に
応
じ
て
ご
負
担
い
た

だ
き
ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
給
付
事
業

　

住
宅
火
災
に
よ
る
事
故
を
防
止

す
る
た
め
、
火
災
警
報
器
給
付
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す（
平
成
23
年
５

月
ま
で
に
寝
室
に
火
災
警
報
器
の

設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
）。

対
象
と
な
る
方
は
、
65
歳
以
上
の

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
で
、
低

所
得
者
の
方
で
す
。
市
県
民
税
が

課
税
の
方
、
生
活
保
護
受
給
者
、

市
営
住
宅
入
居
者
、
社
会
福
祉
施

設
入
所
者
等
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

温
泉
等
保
養
健
康
増
進
事
業

　

高
齢
者
の
健
康
増
進
と
閉
じ
こ

も
り
の
解
消
な
ど
に
役
立
て
て
い

た
だ
く
た
め
、
67
歳
以
上
の
高
齢

者（
年
度
中
に
67
歳
に
な
ら
れ
る

方
を
含
む
）の
方
に
、
利
用
券
を

贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　

利
用
券
の
交
付
を
受
け
た
方
で

次
の
事
項
に
該
当
し
た
場
合
は
、

利
用
券
を
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

・
市
外
に
転
出
し
た
と
き
。

・
死
亡
し
た
と
き
。

・
要
介
護
１
以
上
の
認
定
を
受
け

た
と
き
。

※
た
だ
し
、
要
介
護
１
以
上
の
認

定
者
で
外
出
が
可
能
な
方
は
、

高
齢
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
利
用
券
は
本
人
の
み
ご

利
用
で
き
ま
す
。
留
意
事
項
を

守
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
23
年
度
か
ら
利
用

対
象
施
設
は
市
内
の
み
と
な
り
ま

す
。
市
内
の
経
済
効
果
を
図
る
う

え
か
ら
も
、
ぜ
ひ
市
内
施
設
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

高
齢
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　

☎︵
55
︶５
１
１
４

　

市
で
は
高
齢
者
の
た
め
の
様
々

な
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
で
非
該
当
と
認
定
さ
れ

た
方
や
、
生
活
機
能
が
低
下
し
て

い
て
介
護
が
必
要
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
虚
弱
な
高
齢
者
の
方
に
も

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま

す
の
で
、
生
活
支
援
や
健
康
づ
く

り
の
た
め
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

生
き
が
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　

健
康
の
維
持
・
増
進
、
介
護
予

防
の
観
点
か
ら
、
介
護
保
険
の
要

介
護
・
要
支
援
状
態
に
い
た
ら
な

い
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
を
対

象
に
、
自
宅
か
ら
施
設
ま
で
専
用

の
バ
ス
で
送
迎
し
、
入
浴
や
給
食
、

日
常
動
作
訓
練
等
の
サ
ー
ビ
ス
を

行
い
ま
す
。
利
用
料
は
１
日
１
，

０
０
０
円
～
１
，
１
５
０
円
で
す

（
施
設
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）。

▽
二
本
松
生
き
が
い
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー（
二
本
松
福
祉
セ

ン
タ
ー
内
）

▽
安
達
生
き
が
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー（
安
達
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
内
）

▽
岩
代
生
き
が
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー（
六
角
は
つ
ら
つ
セ

ン
タ
ー
内
）

▽
東
和
生
き
が
い
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
和
・
な
ご
み
内
）

配
食
サ
ー
ビ
ス

　

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮

ら
し
等
の
高
齢
者
を
対
象
に
安
否

確
認
を
兼
ね
て
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
食
事（
昼
食
の
み
）を
月

～
金
曜
日
に
お
届
け
し
ま
す
。
１

食
４
０
０
円
で
す
。
糖
尿
病
や
減

塩
食
、
き
ざ
み
食
等
、
食
事
制
限

が
あ
る
方
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

菊
人
形
招
待
事
業

　

毎
年
そ
の
年
度
内
に
70
歳
以
上

に
な
る
方
に
菊
人
形
の
無
料
招
待

券
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。
今
年
度

か
ら
、
ハ
ガ
キ
形
式
の
招
待
状
を

送
付
し
ま
す
。
菊
薫
る
秋
、
ぜ
ひ

足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
の
た
め
の

 
福
祉
サ
ー
ビ
ス
ご
案
内
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福祉の窓福祉の窓
　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
訪
問

し
、
利
用
者
の
話
を
聞
き
、
相
談

に
応
じ
る
な
ど
の
活
動
を
行
う
介

護
相
談
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

２
名

任　
　

期　

３
年

応
募
資
格　

高
齢
者
の
福
祉
や
介

護
に
熱
意
と
理
解
の
あ
る
40
歳

以
上
の
市
民
の
方
で
、
男
女
は

問
い
ま
せ
ん
。

応
募
方
法　
「
利
用
者
が
望
む
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い

て
」と
題
し
た
小
論
文
を
４
０

０
字
詰
原
稿
用
紙
３
枚
程
度
に

ま
と
め
、
履
歴
書
を
添
え
て
ご

応
募
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

※
原
稿
等
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

応
募
期
限　

５
月
14
日（
金
）

業
務
内
容

・
月
４
回
程
度
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
訪
問

・
年
４
回
程
度
の
連
絡
調
整
会
議

研
修
受
講

　

介
護
相
談
員
の
資
格
を
得
る
た

め
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幼児教育講演会を開催
　フジテレビが放送する教養番組「エチカの鏡」で紹介
されたヨコミネ式教育法の考案者横峯吉文氏を講師に
お招きし、幼児教育講演会を開催します。
　入場無料ですので、多くの方のご来場をお待ちして
います。

日　時　５月９日（日）13：30～15：30
会　場　二本松市民会館
講　師　横

よこみね

峯吉
よしふみ

文氏（鹿児島県志布志市の通山保育園理
事長。ユニークな「ヨコミネ式」子育ては全国
的に話題となり、カリキュラムとして採用す
る保育園、幼稚園が急増している。女子プロ
ゴルファー橫峯さくらさんの伯父。）

講　演　ヨコミネ式教育法について
その他　駐車場には限りがありますので、乗り合いや

公共交通機関を利用してご来場ください。

◎問い合わせ…
　子育て支援課保育所幼稚園係☎（55）5112

　中学校修了までの子ども（15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあるお子さん）を養育している親等に
対し、子ども一人につき月額13,000円を支給します（所得制限はありません）。
　21年度の児童手当の対象者（今年度の中学１年生を含む）は、引き続き「子ども手当」の対象となり、手続きは不要
です。今年度、中学２・３年生など、「子ども手当」の新規対象者については、認定請求（または額改定請求）が必要
になります。〔※公務員の場合、所属庁からの支給となりますので、各職場で手続きをしてください。〕
◆市への手続きが必要な方（※公務員の方は除きます。）
　①新たに対象となる中学生（2年生・3年生）を養育している方
　　・児童手当を受けている兄弟がいる場合　　　→　（額改定請求）
　　・児童手当を受けている兄弟がいない場合　　→　（認 定 請 求）
　②所得制限で「児童手当」を受けていなかった方　→　（認 定 請 求）
　③子どもが生れた方または４月以降転入された方　→　（認 定 請 求）
　④市外転出または子どもを養育しなくなった方　→　（消　滅　届）
◆申請手続きについて

　印鑑、健康保険被保険者証（養育者のもの）、振込先銀行等の通帳（口座番号の確認）をご持参のうえ、子育て支
援課または各支所地域振興課で申請してください。５月14日（金）までに申請いただいた場合、６月の定期払いで
支給します。下記の申請猶予期間がありますが、なるべく早く手続きを済ませてください。

◆申請猶予期間について
　平成22年4月1日現在で子ども手当の対象者については、申請猶予期間を設け、平成22年９月30日までに申請す
れば、４月にさかのぼって手当を支給します。
※９月30日を過ぎて申請した場合は、さかのぼって支給はできませんのでご注意ください。
※４月以降の出生や転入等による認定請求の場合、認定があった翌月分からの支給となります。

◆申請用紙について
①中学２・３年生の保護者については、各中学校経由で申請用紙を配布しています。
②上記以外は、各申請窓口で用紙を受け、手続きをしてください。

◆支給期月について
　６月、10月、２月（児童手当と同じで、それぞれ前月分までを原則口座振込で支給します。）
※今年６月は、児童手当の受給者には、子ども手当２カ月分と児童手当２カ月分（２月分と３月分）が同時に支給

されます。
◆寄附について

　子ども手当の支払いを受ける前に市町村に寄附できる仕組みとなります。詳しくは担当課へお問い合わせくだ
さい。

◎問い合わせ・申請先…子育て支援課子ども家庭係☎（55）5094　または各支所地域振興課

４月１日から「子ども手当」制度がはじまりました


